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3 自転車ネットワーク路線の整備形態の選定  

自転車通行環境の整備形態は、「安全で快適な自転車利用環境創出ガイドラ

イン（平成 28 年 7 月、国土交通省・警察庁）に基づいて選定する。  

長岡京市における交通状況及び実現性を踏まえ、整備形態は『自転車専用通

行帯』、『車道混在』のいずれかとする。  

 

一方通行の自転車道(2.0m以上)の
整備

自転車道 自転車専用通行帯 車道混在

⚫ 自動車速度50km超
⚫ 自動車速度40km超50km以下

または
⚫ 自動車交通量4,000台/日以上

⚫ 自動車速度40km以下
かつ

⚫ 自動車交通量4,000台/日以下

自転車専用通行帯(1.5m以上)の
整備

整備形態

自転車と自動車を混在させた通行と
する道路の整備

現状の幅員構成で整備困難
⇒車道混在

自転車ネットワーク路線

矢羽根等による
路面標示

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図  自転車ネットワーク路線の整備形態の選定フロー（案）  

資料：安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン（平成 28 年 7 月、国土交通省・警察庁）を基に作成  
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幅員 1.5ｍ以上  

確保可能か？ 

長岡京市における自転車ネットワーク路線 

該当なし  主に府道  主に市道  国道 171号  

幅員 1.5ｍ以上  

確保可能か？ 

可能な区間  

困難な区間  

困難  

※国道 171 号は大阪・京都間を結ぶ幹線道路で、市内では市街地を通過せず、  

自転車利用は一部区間における沿道アクセスが主と想定されることから、  

車道上への整備は行わないこととする  

次回委員会において、個別路線の整備形態を選定する 
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【参考】自転車通行空間として歩道を活用する場合の自転車ネットワークにおける位置  

づけについて 

 

自転車通行空間として歩道を活用せざるを得ない場合、国ガイドラインにお

いては「自転車ネットワーク路線からはずし、自転車ネットワーク路線を補完

する経路として活用することを検討」するものとされている。  

 

 

出典：安全で快適な自転車利用環境創出ガイドライン（平成 28 年 7 月改定）  PⅠ-18 

 


